
特定健康診査・特定保健指導特定健康診査・特定保健指導

昨年から、４０～７４歳以下の方を対象に特定健康診査・特定保健指導が始まりました。これは、各医療保険者（国
民健康保険・健康保険組合・共済組合等）が、対象年齢に該当する本人および家族に対して毎年実施するものです。

◆対象者については、下記を参照してください。
◆実施期間・実施医療機関など詳しい内容については、各医療保険者にお問い合わせください。
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今年の４月１日から来年の３月３１日
までの間に、
３０～３９歳になる方は、【Ｃタイプ】を参照。
７５歳以上になる方は、【Ｄタイプ】を参照。
４０～７４歳になる方は、右表にお進みくださ
い。

４月１日現在
ａ）朝霞市国民健康保険に加入している方

→Ⅰ
ｂ）社会保険などに加入している方と、被扶

養者の方→Ⅱ
ｃ）６５～７４歳で、長寿医療制度に加入されて

いる方→【Ｄタイプ】を参照

～転入・転出の方へ～

○朝霞市から転出して、転

出先の国民健康保険に

加入した方、またはそ

の予定の方→【Ｇタイ

プ】を参照

○朝霞市に転入して、国民

健康保険に加入した方、

またはその予定の方→

【Ｂタイプ】を参照

今年の４月１日から

来年の３月３１日までの間、

ａ）朝霞市国民健康保険の資格を

有する方→【Ａタイプ】を参
照

ｂ）新たに社会保険などの資格を

取得、または被扶養者になっ

た方→【Ｆタイプ】を参照

今年の４月１日から

来年の３月３１日までの間、

ａ）社会保険などの資格を有する方

⇒【Ｅタイプ】を参照
ｂ）社会保険などの資格を喪失、ま

たは被扶養者でなくなった方で、

朝霞市国民健康保険に加入した

方→【Ｂタイプ】を参照

【Ａタイプ】朝霞市国民健康保険が実施する特定健康診査の対象の方です。
【Ｂタイプ】保険年金課国民健康保険係にお問い合わせください。
【Ｃタイプ】朝霞市に住民（外国人）登録のある３０～３９歳の方は、成人健康診査を受けることができます。

詳しくは、健康づくり課 �０４８―４６５―８６１１（直通）
【Ｄタイプ】長寿医療が実施する健康診査の対象の方です。詳しくは、長寿はつらつ課 内線２６３２～４

�０４８―４６３―１９２１（直通）
【Ｅタイプ】加入している社会保険などが実施する特定健康診査の対象の方です。詳しくは、各社会保険に

お問い合わせください。
【Ｆタイプ】加入している社会保険などにお問い合わせください。
【Ｇタイプ】転出先の区市町村にお問い合わせください。

Ⅰ Ⅱ

�� ��
問い合わせ／保険年金課

内線２６２４～６ �０４８―４６３―０２８３（直通）
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特定健康診査タイプ別一覧
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①
受
診
券
の
送
付

特
定
健
康
診
査
受
診
券
は
、
加
入
し
て
い

る
健
康
保
険
組
合
な
ど
が
発
行
し
ま
す
。

朝
霞
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

特
定
健
康
診
査
対
象
者
の
方
（
以
下
「
朝
霞

市
国
保
の
対
象
の
方
」）に
は
、
６
月
中
旬
に

『
特
定
健
康
診
査
受
診
券
』（
以
下
「
受
診

券
」）を
お
送
り
し
ま
す
。

②
特
定
健
康
診
査
の
申
し
込
み

朝
霞
市
国
保
の
対
象
の
方
は
、
４
市
（
朝

霞
・
志
木
・
和
光
・
新
座
）
の
実
施
医
療
機

関
で
個
別
健
診
を
実
施
し
ま
す
。
実
施
医
療

機
関
に
つ
い
て
は
、
広
報
で
お
知
ら
せ
す
る

ほ
か
、
受
診
券
と
あ
わ
せ
て
案
内
を
お
送
り

し
ま
す
。

③
特
定
健
康
診
査
の
受
診

朝
霞
市
国
保
の
対
象
の
方
は
、
健
診
当
日
、

市
が
送
付
す
る
受
診
券
と
健
康
保
険
証
を
持

参
し
て
健
診
を
受
診
し
ま
す
。

④
特
定
健
康
診
査
の
結
果

受
診
し
た
医
療
機
関
で
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
関
す
る
情
報
提
供
と
と
も

に
健
診
結
果
の
説
明
を
受
け
ま
す
。

※
朝
霞
市
特
定
健
康
診
査
の
実
施
期
間
・
実
施

医
療
機
関
等
、
詳
し
い
内
容
は
、
広
報
あ
さ
か

６
月
１
日
号
に
掲
載
す
る
予
定
。
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健
診
の
結
果
、
自
ら
の
健
康
状
態

を
自
覚
し
、
生
活
習
慣
の
改
善
に
取

り
組
む
必
要
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
た

方
が
特
定
保
健
指
導
の
対
象
者
と
な

り
ま
す
。
対
象
者
の
方
に
は
、
『
特

定
保
健
指
導
利
用
券
』
を
個
別
に
お

送
り
し
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
は
、
保
健
セ
ン
タ

ー
の
保
健
師
な
ど
が
支
援
を
し
ま
す
。

が
ん
検
診
な
ど
に
つ
い
て

朝
霞
市
に
住
民
登
録
の
あ
る
方
を
対
象
に
、
胃
が

ん
・
肺
が
ん
な
ど
の
が
ん
検
診
や
骨
粗
し
ょ
う
症
検

診
な
ど
の
成
人
健
診
を
実
施
し
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
と
各
種
が
ん
検
診
を
受
け
て
、
日

ご
ろ
の
生
活
習
慣
を
振
り
返
り
、
健
康
管
理
に
役
立

て
ま
し
ょ
う
。

が
ん
検
診
に
つ
い
て
は
、
朝
霞
市
健
康
カ
レ
ン
ダ

ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／
健
康
づ
く
り
課

�
０
４
８
―
４

６
５
―
８
６
１
１

人
間
ド
ッ
ク
に
つ
い
て

朝
霞
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
３５
歳
以

上
の
方
を
対
象
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

４０
歳
以
上
の
方
は
、
特
定
健
康
診
査
の
健
診
項
目

を
す
べ
て
含
ん
で
い
ま
す
の
で
、
特
定
健
康
診
査
を

受
け
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
人
間
ド
ッ
ク
と

特
定
健
康
診
査
は
、
重
複
し
て
受
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

人
間
ド
ッ
ク
の
詳
し
い
内
容
は
、
広
報
等
に
掲
載

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
保
険
年
金
課

内
線
２
６
２
４
〜

６

�
０
４
８
―
４
６
３
―
０
２
８
３（
直
通
）

特定健康診査の健診項目
○基本的な健診項目

問診、身体測定、血圧測定、

脂質検査、血糖・尿糖・肝機能検査

○詳細な健診項目

前年の健診結果などから医師が必要と判

断した場合に実施。

貧血検査・心電図検査・眼底検査

※追加項目については、各医療保険者に

より異なる場合があります。
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特定健康診査・特定保健指導の流れ
なるほど解説
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